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２０２３年２月１４日 

 

「地方税法等並びに地方交付税法等改正案」趣旨説明質疑 

 

立憲民主党・無所属 道下 大樹 

 

 

 立憲民主党の道下大樹です。立憲民主党・無所属を代表し、ただいま議題となりま

した令和５年度地方財政計画、地方税法等の一部を改正する法律案並びに地方交付税

法等の一部を改正する法律案について質問いたします。 

 

 「人がいて、人々が暮らす自治体があって、そして国がある」と私は考えます。

生まれ育った北海道がもっと元気になるために何をすべきか、そんな思いで北海道

議会議員として活動しました。実現できた政策や条例もありますが、法律や財源や

政省令などの壁があり、真の地方自治実現の困難さを痛感し、地方分権、地域主権

を推進するためには国レベルで改革する必要があると感じたことが国会議員をめざ

した理由の一つであり、その思いを胸に質問に入ります。 

 

【地方財政について】 

まず地方財政について伺います。 

令和５年度の地方財政は、収支規模、一般財源総額ともに過去最高額を更新しま

した。しかしながら、物価高、長期金利、為替レート、ウクライナ情勢など、今後

の経済動向に影響する不確定要素が多いため見通しは不透明であり、税収は厳しい

見通しが示されています。前年度からの繰越も一時的なものにすぎません。また、

過去最高とはいえ、水準超経費を除く交付団体ベースの一般財源総額は前年度比で

若干のプラスにとどまっています。令和６年度の地方財政についての総務大臣の見

通しを伺います。 

 

【一般財源総額確保について】 

子育て支援や高齢者介護、障がい者福祉などの制度充実にあわせた自治体の独自

施策、近年山積する自治体の政策課題を踏まえると、一般行政経費単独分の抑制傾

向は標準的行政の積算として妥当なのか疑問が残ります。今回の地財計画に盛り込

まれた事業は、人口減少社会における自治体の中長期的取り組みが求められていま

す。一般財源総額実質同水準ルールが財源保障の上限となり、結果的に国から地方

への財源無き義務づけ政策にならないようにすべきです。一般行政経費単独分をは

じめ十分な水準を安定的に確保していくべきと考えます。総務大臣の見解を伺いま

す。 
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【国と地方の税配分について】 

自治体が必要な行政サービスを安定的かつ効果的に提供していくためには、増大

する地方の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図る

ことをはじめ、持続的な地方税財政の充実・強化が不可欠です。地方財政の安定、

充実強化にむけ、引き続き地方一般財源の総額確保を基本に取り組むべきです。あ

わせて、現在６対４となっている国税と地方税の割合について、国と地方の役割分

担に応じた税の配分となるよう、偏在性や安定性に配慮しつつ、税源移譲を行い、

地方税の配分割合をさらに引上げるべきと考えます。総務大臣の見解を伺います。 

 

【交付税法定率の引き上げについて】 

次に、地方交付税について伺います。 

交付税総額は５年連続で前年度を上回ることになりましたが、交付税と臨時財政

対策債を合計した実質的な交付税総額は２年連続で前年度を下回っています。今

回、折半対象財源不足額を国と地方が折半して補塡するルールを令和７年度まで３

年間延長するとしています。令和５年度においては、折半対象財源不足は生じなか

ったのに、折半ルールを延長するのはなぜですか。臨財債の元利償還について、後

年度の交付税措置は確実に行われるのですか。地方交付税の総額を安定的に確保す

るため、国の責任を臨財債に付け回しするのではなく、今こそ、地方交付税法第六

条の三第二項に基づき、交付税の法定率の引上げ等を含めた抜本的な改革を行うべ

きではないですか。総務大臣の見解を伺います。 

 

【臨時財政対策債について】 

 近年、地財計画における臨財債の計上額は減少傾向で推移していますが、交付税

特別会計借入金償還の前倒しや国税減額補正精算の前倒しのために充てる財源１.３

兆円を活用すれば、令和５年度の臨財債をゼロにすることも可能と考えます。地方

６団体が「臨財債に頼らず、安定的に交付税総額の確保を図ること」を求めていた

ことや、衆議院総務委員会の決議において「臨財債等の特例措置に依存しない持続

的な制度の確立」を求めていたことなどを踏まえ、臨財債をゼロにすべきだと考え

ます。総務大臣の見解を伺います。 

 

【自治体職員給与について】 

災害の多発化や新型コロナウイルス感染症の拡大等を受けて、自治体職員の人員

不足はますます深刻化しています。給与費は前年度を上回ったものの、岸田政権が

経済界に求めた物価高騰に伴う賃上げは、残念ながら今回の地財計画には織り込ま

れていません。岸田政権は人への投資、インフレ率を超える賃上げなどを掲げてお

り、今後、給与関係経費にもこうした方針を反映し、十分な確保をはかるべきだと

考えますが、総務大臣の見解を伺います。 
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【水道事業について】 

 自治体の水道事業において、給水収益の減少による経営難や施設設備の老朽化、

職員削減による人手不足と技術や経験・知識の蓄積・継承が困難なことによる事故

も発生しています。また人口の少ない自治体ほど収益率が低く、水道料金が高い傾

向にあり、料金格差は約８倍、北海道夕張市では全国平均の２.１３倍という高い料

金になっています。ヨーロッパを中心に民営化していた水道事業を再公営化する国

や地域が増加しています。そこで、自治体による水道事業の安定運営や水道料金の

格差是正などに向けて、どのような対策を講じるのか、総務大臣の見解を伺いま

す。 

 

【除排雪経費への財政支援について】 

地域の除排雪に加え、高齢者をはじめとする要援護者世帯などの雪かき、雪下ろ

しなどの対策に取り組む自治体を支援するために、３月に交付すべき特別交付税の

繰り上げ交付、農業被害対策の強化を図るべきと考えます。また、生活困窮者に対

する灯油購入費等の助成、自治体の原油高騰対策に係る自主的な取組に対する特別

交付税措置を強化すべきであると考えます。総務大臣の見解を伺います。 

 

昨年度の冬は全国的に平年を上回る降雪となり、多くの道路除雪費が必要となっ

たため、国土交通省が令和４年３月に地方公共団体の道路除雪費に過去最大の追加

配分支援を実施したことは評価いたします。今年度の支援の検討状況について国土

交通大臣に伺います。 

あわせて、道路のみならず、鉄道も大雪の影響を受け、昨年は北海道で大規模運

休、最近では京都で列車の長時間の立ち往生が発生しました。除雪体制の整備には

多額の費用がかかります。公共交通という重要な役割を担う鉄道に対する支援も行

うべきと考えますが、国土交通大臣の見解を伺います。 

  

【ふるさと納税について】 

次に、地方税について伺います。 

今回、ふるさと納税制度に関し、前指定対象期間に係る基準不適合等への対応に

関する見直しが行われます。しかし、ふるさと納税制度には、そもそも居住地・所

在地における受益と負担との関係にそぐわないとの指摘があるほか、地域の特産物

の適正価格破壊と地場産業の自治体依存という歪みを生み出す、一過性の予算増

加・減少など税収の不安定さが住民サービスの低下をもたらす危険性、高所得者ほ

ど大きな節税効果を受けられる、都市部における自治体の財政に与える影響が大き

くなっていることなど、課題は依然として残されています。寄付金の本来の趣旨に

沿った制度となるよう、特例控除額に定額の上限を設けることも含め、引き続き見

直しを行うべきと考えますが、総務大臣、いかがでしょうか。 
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【マイナンバーカード交付率と交付税加算について】 

次にマイナンバーカードについて伺います。 

政府は、「地域デジタル社会推進費」のマイナンバーカード利活用事業分500億円

について、カード交付率の上位３分の１を基準に、交付率が高い市町村では割増補

正をかけることとしています。基準より低い市町村については割落としなどの不利

な算定は行われないとはいいますが、地方交付税を利用して自治体に圧力をかけ、

強引に政策誘導する手法は、地方自治の理念、交付税の精神に反すると言わざるを

得ません。政府はこれまでマイナンバーの活用によって、行政コストが軽減される

と言っていました。総務大臣、カード交付率で加算するのはおかしくないですか。 

  

【マイナンバーカード交付率の政策誘導について】 

また、デジタル田園都市国家構想交付金の一部について、マイナンバーカード申

請率が全国平均以上であるとするなど、交付金の採択に当たって申請率を勘案しよ

うとしています。カード取得はあくまでも国民の申請に基づく任意であり、カード

の普及率向上にむけた取り組みの責任があたかも自治体にあるかのような姿勢は問

題です。政府目標を達成するため、地方交付税や各種交付金を利用して自治体に圧

力をかけ、強引に政策誘導する手法は、地方自治の理念に背くものであり、厳に行

わないよう、強く求めます。総務大臣、デジタル大臣の所見を伺います。 

 

【マイナンバーカード未取得による行政サービス差別について】 

政策誘導が原因と思われる影響はすでに出ています。岡山県備前市は、公立小中

学校の給食費と教材費、保育園の保育料などを無料にしていますが、新年度からは

園児・児童・生徒の世帯全員がマイナンバーカードを取得した場合に限り無料にす

るという方針を示しています。カード未取得を理由に行政サービスで不利益を被る

のは地方自治の公平性や教育の機会均等に反し、カード取得の強制にもつながりま

す。備前市内では反対運動が起こり、人口を上回る約４万筆もの反対署名が寄せら

れています。マイナンバーカード制度の趣旨に反した政策ではないですか？不適切

であると指摘すべきではありませんか？総務大臣並びにデジタル大臣に見解を伺い

ます。 

 

【同性パートナーシップ制度と同性婚について】 

 東京都渋谷区と認定NPO法人「虹色ダイバーシティ」の調査によりますと、性的少数

者のカップルを婚姻相当と自治体が認め証明書を発行する「同性パートナーシップ制

度」を導入している自治体が今年１月１０日時点で１０都府県と２４５市町村となり、

国内人口カバー率で６５.２％に達しました。この制度により家族向け公営住宅への

入居や公立病院での付き添いや面会など多様性を認め合う社会の推進につながって

います。 
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 自治体が同性カップルの存在を正面から認めることの意義はとても大きいのです

が、自治体がこの制度を導入しても、配偶者控除の適用や財産相続など法律上の課題

は依然として残っています。導入している自治体のある市長は、「当事者がLGBTであ

ることを隠さずに言える環境を地方は一生懸命つくってきた。最終的には同性婚を法

的に認めるかどうかの問題であり、国は議論を着実に前に進めてほしい」とおっしゃ

っています。G7先進７カ国のうち、同性婚を法律で認めていないのは日本だけです。

我が国は本年G7議長国として広島サミットを開催します。国民の理解を深め、同性婚

を認める法律を速やかに実現しようではありませんか、法務大臣に見解を伺います。 

 

【地方分権改革の今後の展望について】 

最後に一言申し上げ質問します。去る２月２日、私を政治の世界へと導き、ご指導

ご支援頂いた横路孝弘元衆議院議長が逝去されました。心よりご冥福をお祈りいたし

ます。北海道知事も務めた横路元議長は、平和や護憲、民主リベラルの信念とともに、

地方自治への思いが深く、地方分権や地域活性化に非常に熱心でした。近年は全国よ

りも急激に人口減少が進んでいる北海道の現状を嘆き、憂いておられました。 

横路元議長は1993年に衆参両院で全会一致で採択された「地方分権の推進に関する

決議」について、2009年の全国町村長大会での議長挨拶で「極めて正しい指摘をした

決議」であるのに、「残念ながらこの決議、まだまだ実現するに至っておりません。

この決議を本当に実現できますように、地方の視点を大事にしながら、地方自治のさ

らなる充実と発展に国会としても寄与していかなければなりません」と語りました。 

くしくも本年は決議から３０年の節目となります。国と地方の役割の見直し、国か

ら地方への権限移譲、地方税財源の充実・強化など、地方の視点を大事にしながら、

地方自治のさらなる充実と発展を進めようではありませんか。３０年の地方分権改革

の成果と課題、今後の展望について、総務大臣の決意を伺います。 

 

立憲民主党は、コロナ後も見据え、分権・自治の社会の実現に向け全力を挙げるこ

とをお訴えし、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 

 

答弁要求大臣：総務大臣、国土交通大臣、デジタル大臣、法務大臣 


